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 平成２２年１０月２８日付け石巻市監査委員告示第１１号で公表した教育委員会の定期
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監査結果に係る措置について（通知） 

 平成２２年１０月２８日付け石監第１６号で指摘及び意見があったこのことについて、

地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、次のとおり措置を講じたので通知します。 

   

１ 法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項 

監査結果（指摘事項 ） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

(1) 体育振興課（雄勝Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー） 

【行政財産目的外使用許可事務】 

行政財産目的外使用許可事務におい

て、使用料の算定を誤り、次のとおり過

大に徴収していた。 

行政財産の用途又は目的外使用に係る

使用料に関する条例及び貸付料算定基準

に基づき適正に算定されたい。 

（内容） 

指令第４号 

 誤徴収額   ６，９６９円 

 正徴収額   ５，８３３円 

 過大徴収額  １，１３６円 

(1) 体育振興課（雄勝Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー） 

【行政財産目的外使用許可事務】 

今回の算定誤りは、建物の構造及び用途

を誤ったことにより、再建築価格、耐用年

数、建築費指数、残耐用年数を誤った為に

発生したものです。過大徴収分１，１３６

円の還付手続きを速やかに行うとともに、

今後の再発防止に向けて貸付料算定基準等

の関係法令の確認を徹底し、複数の職員に

よる確認を行うなど、事務処理のチェック

機能が適正に働くよう体制の確保を図りま

す。 

また、還付金については、遡及期間であ

る５年間について、併せて還付の手続きを

行うこととします。 

(2) 体育振興課（にっこりサンパーク） 

【行政財産目的外使用許可事務】 

行政財産目的外使用許可事務におい

て、使用料の算定を誤り、次のとおり過

小に徴収していた。 

行政財産の用途又は目的外使用に係る

(2) 体育振興課（にっこりサンパーク） 

【行政財産目的外使用許可事務】 

平成２２年４月１日付け石巻市（石教北

上）指令第１号及び同日付け石巻市（石教

北上）指令第４号の許可（自動販売機の設

置）において発生した使用料の算定誤りは、



使用料に関する条例及び貸付料算定基準

に基づき適正に算定されたい。 

（内容） 

１ 指令第１号 

 誤徴収額   ９，３４９円 

 正徴収額  １１，２２９円 

 過尐徴収額  １，８８０円 

２ 指令第４号 

 誤徴収額   ６，４４２円 

 正徴収額   ７，６９６円 

 過尐徴収額  １，２５４円 

建物の建築面積の誤記入、耐用年数の適用

誤り等によるものです。 

過尐徴収分１，８８０円（指令第１号）

及び１，２５４円（指令第４号）の追加徴

収手続きを行うとともに、今後の再発防止

に向けて貸付料算定基準等の関係法令の確

認を徹底し、複数の職員による確認を行う

など、事務処理のチェック機能が適正に働

くよう体制の確保を図ります。 

(3) 体育振興課（牡鹿交流センター） 

【行政財産目的外使用許可事務】 

行政財産目的外使用許可事務におい

て、使用料の算定を誤り、次のとおり過

小に徴収していた。 

行政財産の用途又は目的外使用に係る

使用料に関する条例及び貸付料算定基準

に基づき適正に算定されたい。 

（内容） 

１ 指令第１号 

 誤徴収額  １９，５７９円 

 正徴収額  ２１，５３８円 

 過尐徴収額  １，９５９円 

２ 指令第２号 

 誤徴収額  １５，１７８円 

 正徴収額  １６，６９８円 

 過尐徴収額  １，５２０円 

３ 指令第３号 

 誤徴収額  １９，３５８円 

 正徴収額  ２１，２９６円 

 過尐徴収額  １，９３８円 

(3) 体育振興課（牡鹿交流センター） 

【行政財産目的外使用許可事務】 

平成２２年４月１日付け石巻市（石教牡

鹿）指令第１号及び石巻市（石教牡鹿）指

令第２号並びに石巻市（石教牡鹿）指令第

３号の許可（自動販売機の設置）において

発生した使用料の算定誤りは、建築費指数、

残耐用年数を誤ったこと及び延べ床面積の

端数処理が適正でなかったことによるもの

です。 

過尐徴収分の追加徴収手続きを行うとと

もに、今後の再発防止に向けて貸付料算定

基準等の関係法令の確認を徹底し、複数の

職員による確認を行うなど、事務処理のチ

ェック機能が適正に働くよう体制の確保を

図ります。 

(4) 雄勝公民館 

【行政財産目的外使用許可事務】 

行政財産目的外使用許可事務におい

て、使用料の算定を誤り、次のとおり過

大に徴収していた。 

(4) 雄勝公民館 

【行政財産目的外使用許可事務】 

今回の算定誤りは、建物の構造を誤った

ことにより、建築費指数及び残耐用年数を

誤った為に発生したものです。 



行政財産の用途又は目的外使用に係る

使用料に関する条例及び貸付料算定基準

に基づき適正に算定されたい。 

（内容） 

指令第３号 

 誤徴収額   ４，１００円 

 正徴収額   ３，９３６円 

 過大徴収額    １６４円 

過大徴収分１６４円の還付手続きを速

やかに行うとともに、今後の再発防止に向

けて貸付料算定基準等の関係法令の確認を

徹底し、複数の職員による確認を行うなど、

事務処理のチェック機能が適正に働くよう

体制の確保を図ります。 

また、還付金については、遡及期間であ

る５年間について、併せて還付の手続きを

行うこととします。 

(5) 総合体育館 

【行政財産目的外使用許可事務】 

行政財産目的外使用許可事務におい

て、使用料の算定を誤り、次のとおり過

尐に徴収していた。 

行政財産の用途又は目的外使用に係る

使用料に関する条例及び貸付料算定基準

に基づき適正に算定されたい。 

（内容） 

指令第２号 

 誤徴収額   １６，５３９円 

 正徴収額   １６，７６７円 

 過尐徴収額     ２２８円 

 (5) 総合体育館 

【行政財産目的外使用許可事務】 

 平成２２年４月１日付け石巻市（石総体）

指令第２号で許可した行政財産の使用許可

（自動販売機の設置）において発生した使

用料の算定誤りは、取得価格から再建築価

格を算定する際、使用する取得価格を転記

する際に誤りがあったほか、建物の構造誤

り等により、再建築費の算定を誤ったもの

です。 

過尐徴収による不足分２２８円につい

ては、追加徴収手続きを行うとともに、今

後の再発防止に向けて貸付料算定基準等の

関係法令の確認を徹底し、複数の職員によ

る確認を行うなど、事務処理のチェック機

能が適正に働くよう体制の確保を図りま

す。 

(6) 遊楽館 

【行政財産目的外使用許可事務】 

行政財産目的外使用許可事務におい

て、使用料の算定を誤り、次のとおり過

小・過大に徴収していた。 

行政財産の用途又は目的外使用に係る

使用料に関する条例及び貸付料算定基準

に基づき適正に算定されたい。 

（内容） 

１ 指令第１号 

    誤徴収額  １８，３６８円 

(6) 遊楽館 

【行政財産目的外使用許可事務】 

今回の算定誤りは、算定の基礎となる土

地評価額及び再建築価格を誤った為に発生

したものです。 

過尐徴収による不足分５件２１９円に

ついては追加徴収手続きを行い、また、過

大徴収分３件１６４円については還付手続

きを速やかに行うとともに、今後の再発防

止に向けて貸付料算定基準等の関係法令の

確認を徹底し、複数の職員による確認を行



    正徴収額  １８，４２２円 

    過尐徴収額     ５４円 

２ 指令第２号 

    誤徴収額   ８，５８４円 

    正徴収額   ８，６１０円 

    過尐徴収額     ２６円 

３ 指令第３号 

    誤徴収額  １６，９７１円 

    正徴収額  １７，０２１円 

    過尐徴収額     ５０円 

４ 指令第４号 

    誤徴収額  １６，９７１円 

    正徴収額  １７，０２１円 

    過尐徴収額     ５０円 

５ 指令第５号 

    誤徴収額  １３，１７７円 

    正徴収額  １３，２１６円 

    過尐徴収額     ３９円 

６ 指令第６号 

    誤徴収額     ２７７円 

    正徴収額     ２３６円 

    過大徴収額     ４１円 

７ 指令第７号 

    誤徴収額     ４０９円 

    正徴収額     ３４９円 

    過大徴収額     ６０円 

８ 指令第８号 

    誤徴収額     ４２３円 

    正徴収額     ３６０円 

    過大徴収額     ６３円 

うなど、事務処理のチェック機能が適正に

働くよう体制の確保を図ります。 

また、還付金については、遡及期間であ

る５年間について、併せて還付の手続きを

行うこととします。 

 

 

 

 



２ 監査結果報告に添える意見 

意 見 の 内 容 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

○ 備品管理について 

   

 今回実施した定期監査において、使用不能

となった備品や老朽化した備品を長期間保

管しているため、整理整頓が行き届いていな

い部署が見受けられた。 

 

 使用不能備品については、速やかに廃棄又

は売払い処分をされたい。 

 

 老朽化した備品のうち使用見込みのない

ものについては、効率的使用、執務・保管ス

ペースの確保、事故防止等の観点から、他の

部署への保管転換又は廃棄若しくは売払い

処分をすることを検討されたい。 

 

 特に、学校や公民館などの施設においては

大量の備品を所有しており、その管理に苦慮

している状況もうかがえるので、廃棄基準を

定めるなど、各学校、施設等に対し使用不能

備品等の積極的な処分を指導し、適正な備品

管理ができるよう努められたい。 

 

 また、学校及び公民館で保管している１６

ミリ映写機材及びフィルムで使用頻度が低

いものは、視聴覚センターに保管転換し、視

聴覚センターにおいて一元管理することも

有効であると考えられるので、使用実態を把

握の上、一元管理化について検討されたい。 

 

○ 備品管理について 

 

各教育施設では数多くの備品を保有し

ており、その管理に苦慮しているのが現

状であります。 

しかしながら、備品台帳に基づく備品

の管理は財務会計上の基本でありますこ

とから、各教育施設において年度内に全

ての備品の照合を行うとともに、故障し

て修理不能な備品や破損して使用できな

い備品については、速やかに廃棄処分手

続きを行うこととしました。また、売払

処分が可能と思われる備品につきまして

は、管財課と協議して財源確保に努めた

いと考えております。 

 

一方、故障や破損はしていないものの、

ほとんど利用されていない備品も数多く

保管されておりますことから、これらに

つきましては、学校現場や各教育機関と

も協議を重ねまして、廃棄の時期等を含

めた管理体制について検討して参りたい

と考えております。 

 

併せて、視聴覚機器のように、使用は

しているが、使用頻度が尐ない備品につ

きましては、一元管理などの効率的な管

理ができないか検討して参ります。 

 

 

 


